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仙南信用金庫の概要
（平成22年3月末現在）

創　　立 昭和25年6月
本　　店 宮城県白石市
 沢端町1番45号

会 員 数 21,462名
出 資 金 730百万円
預 金 量 126,665百万円
貸出金量 75,060百万円
店 舗 数 16店舗
役職員数 187名
営業地区 白石市、柴田郡、刈田郡、伊具郡、
 角田市、岩沼市、名取市、仙台市、

 亘理郡

しんきんホール

　本店3階に地域の文化振興等に寄与することを
目的として、「しんきんホール」（多目的ホール）を設
け、地域の皆様の教育的、文化的、芸術的な催しに
ご利用頂いております。
　客席は、220席で、電動式の階段状座席ですの
で、使用目的に合わせてスペースを有効に活用す
ることができます。会員の皆様のサークル活動など
にもどうぞご利用下さい。
　なお、音楽発表会等の場合は、ホール備付けピ
アノもご利用頂けます。 

本店

利用ご希望の方は「しんきんホール事務局」
（☎0224-24-3080）までお問い合わせ下さい。
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　わが国経済は、海外経済の回復・成長に伴う輸出の増加

が高い伸びを示し成長のけん引役を果たすとともに、政策

効果による家電や乗用車の販売増加から個人消費も増加す

る等、一部で持ち直しの動きが見られるものの、地域経済

や中小企業においては、資産価格の下落や需要減少等の影

響から厳しい経営環境がまだまだ続いております。社会面

においても、少子高齢化の進行、人口減社会の到来等に伴う

構造的な変化が進展するとともに、都市と地方などその立

地条件によって地域格差が一段と拡大する状況にあります。

　金融規制面では、昨年12月に中小企業金融円滑化法が施

行され、お客様から申込みがあった場合は、可能な限り貸付

条件の変更等を行うよう金融機関に努力義務を課すととも

に、中小企業金融の円滑化のための体制整備や当局報告に

ついても法定化され、中小企業金融の円滑化に対する要請

は従前にも増して強まっております。

　また、一昨年9月のリーマン・ショックを契機とした世界的

な金融危機において、金融システムの動揺が実体経済に与

える影響の大きさを改めて認識させられることとなりました

が、こうした経験を教訓に、現在、各国監督当局等は、金融

機関の健全性強化を目的に自己資本比率規制や金融取引

規制の見直しに着手しています。新ルールは平成24年末を

目処に適用される見込みですが、金融機関にとっては、一層

の資本の充実および資本に見合う利益の増加が求められる

と考えられております。

　当金庫では、引き続き安定的な収益確保のため、各種リスク
管理を徹底するとともに、事業者向け及び個人向け貸出金の
増加とリスクに見合った適正な金利設定を実現し、貸出金利息
収入の増加を目指します。また、預金や保険・投資信託等の金
融商品の多様化を図り地域のお客様の多様な資金運用ニーズ
にもお応えするとともに、預り資産残高を増加させることで手
数料等の収入確保を図りたいと考えております。その為にも、
当金庫最大の強みである「渉外活動」をより一層強化するとと
もに、お取引先のニーズに的確に対応していくための態勢づく
りや人材の育成に取組んで参る所存です。
　つきましては、今後とも会員、お取引先の皆様の一層のご愛
顧とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成22年7月　仙 南 信 用 金 庫　　　　

理事長  渡 邊 大 助

　金融機関の健全性とは、財務面では資産内容の健全性と安
定的な収益力の二つを兼ね備えていることであり、体制面では
コンプライアンス（法令等の遵守）とガバナンス（厳正かつ透明
性の高い経営）が確立されていることです。
　当金庫では、信用リスク、市場リスクを始めとする各種リスク管
理の精度を一層向上させるとともに、適正なリスクコントロール
のもとで、資金運用力を強化させてまいります。
　また、信用金庫法を始めとする関係法令や庫内規程を遵守
し、適時・適切なディスクローズ（経営内容の開示）と、公正かつ
適正な意思決定、業務執行を実践してまいります。
　その上で、中小零細企業の実態をよく見極め、将来を見据え
た観点に基づき、お取引先にとって最も望ましい金融商品や関
連サービスを提供することで、真の地域金融機関として地域経
済の活性化に積極的に取組んで参ります。

経営環境 経営方針　〜健全にして積極的な経営を実践〜　

平成 22 年度の経営施策
～地域経済活性化と資金運用ニーズへの対応～

● 金庫の公共性と社会的使命を自覚し金融を通じて

　 地域社会の繁栄に奉仕する

● 健全にして積極的な経営を行う

● 役職員の資質の向上と生活の安定をはかる

● 役職員一体となり明朗にして誇りうる職場をつくる

基 本 方 針

この街とともに生きていく
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総代の選任方法

第60回通常総代会の決議事項

総代の氏名等

15 2010 Present Condition

　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な役割を担っています。
　総代の選考は、次の手続きを経て選任されます。

　平成22年6月29日開催の第60回通常総代会において、次の事項が付議され、それぞれ原案のとおり承認されました。
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【預金積金残高】

17年度 18年度 19年度 21年度20年度

500

）円億（

1,000

【貸出金残高】

17年度 18年度 21年度19年度

500

）円億（

1,000

20年度

750

1,2661,2411,2401,233

1,193
755760

726722

Sennan Shinkin

預金・貸出金の状況

損益の状況

リスク管理債権（いわゆる不良債権）の状況

自己資本比率の状況

　期末現在の自己資本比率は、13.66％と国内基準で金融機関に求められている水準である4％を大幅に上回っています。また、
実質的な自己資本比率であるTier１比率も、13.49％と高水準となっています。（詳しくは18ページをご覧下さい。）

　預金（期末残高）は、個人預金が順調に増加したことに加え、法人預金、公金預金も微増となったことから、1,266億65百万円  
　（前期末比 24 億 490 百万円の増加）になりました。
　一方、貸出金（期末残高）は中小企業金融円滑化を目的とした信用保証協会貸出や賃貸住宅向け貸出等を積極的に推進した
結果、事業者向け貸出金は増加に転じたものの、個人向け貸出金の減少をカバーできず、750億60百万円（前期末比4億70百万円
の減少）となりました。

　貸出金利の低下による貸出金利息収入の減少に加え、預け金利息の減収等もあったことから前期と比べ経常収益は減少しまし
たが、預積金利息の減少や貸倒引当金繰入額の減少等による経常費用の減少額がそれを上回りました。
　この結果、「経常利益」は2億81百万円（前期比1億32百万円増加）、「当期純利益」は、1億95百万円（前期比1億37百万円増加）と
いずれも増益になりました。（詳しくは40ページをご覧下さい。）

　期末現在のリスク管理債権の額は36億49百万円（前期比8億31百万円減少）で、総貸出金に占める割合（いわゆる不良債権比率）
は、4.86％（前期比1.07ポイント減少）となっています。
　この不良債権額36億49百万円のうち、物的担保や信用保証協会等の優良保証で保全されている33億30百万円に加え、個別
貸倒引当金を2億93百万円計上していますので、差引き実質不良債権額は、25百万円となっており、純資産額64億63百万円の中
の出資金を除く内部留保額57億33百万円に比べ少額におさまっています。
　また、将来の不良債権の発生に備えて金融庁の金融検査マニュアルで求められている基準に従って一般貸倒引当金1億20百万円
（うちリスク管理債権にかかる貸倒引当金22百万円）を引当てています。（詳しくは26ページをご覧下さい。）



37.5

当金庫の預貸率
地域全体の預貸率

（注）対象金融機関：信用金庫、銀行、信用組合、労働金庫地域内における預貸率（平成22年3月末現在）
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人格別・業種別取引の状況

地域内における預貸率の状況

　当金庫は本店所在地の白石市（宮城県南部）から仙台市にかけての広域に亘って営業を展開していることもあって、特定業種
への取引の偏りはなく、個人取引を中心として幅広く取引を行うと共に、地域で調達した資金（預金）を地元企業や地域住民の
方々への融資に役立てています。

①預金取引の現状（平成22年3月末現在……先数105,419先、残高1,266億65百万円）
　個人預金が大半（残高構成比72.3％）を占めているのが特徴であり、次いで一般法人（同11.3％）、個人事業主（同7.3％）の順と
なっています。

先数構成比

先数構成比

残高構成比

残高構成比

②貸出取引の現状（平成22年3月末現在……先数11,650先、残高750億60百万円）
　個人に対する貸出が先数で83.6％、残高で25.8％を占め、事業者に対する貸出は先数で16.2％、残高で64.0％を占めています。
また、事業者取引内訳では、不動産業（賃貸住宅融資の個人事業者を含む）、建設業、卸・小売業、製造業、サービス業への貸出
で、先数が約96%、残高でも約95％を占めています。

　預貸率（総貸出金残高÷総預金残高）は調達した預金を地元企業や地域住民の方々への融資にどの程度役立てているかという
意味で、地域への貢献度を示す目安の一つと考えることができます。
　当金庫の預貸率は、ほとんどの営業地域で地域全体の預貸率を上回っており、地域経済の活性化に貢献するため、皆様方の資金
ニーズに積極的にお応えしていることを表しています。
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項　　　　　目

（単位：百万円）

平成21年度平成20年度

（ 自 己 資 本 ）

項　　　　　目 平成21年度平成20年度

（ 自 己 資 本 ）

出 資 金

利 益 準 備 金

特 別 積 立 金

次 期 繰 越 金

処 分 未 済 持 分

その他有価証券の評価差損

基 本 的 項 目 （ Ａ ）

一 般 貸 倒 引 当 金

補 完 的 項 目 （ Ｂ ）

自己資本総額［（Ａ）＋（Ｂ）］（Ｃ）

他の金融機関の資本調達手段の
意 図 的 な 保 有 相 当 額

基本的項目からの控除分を除く、自己資
本控除とされる証券化エクスポージャー
及び信用補完機能を持つI/Oストリップス
（告示第247条を準用する場合を含む。）

控 除 項 目 不 算 入 額

控 除 項 目 計 （ Ｄ ）

自己資本額［（Ｃ）－（Ｄ）］（Ｅ）

（ リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 ）

資 産（ オン・バ ランス 項 目 ）

オフ・バ ラン ス 取 引 等 項 目

オペレーショナル・リスク相当額を
8 ％ で 除 し て 得 た 額

リ ス ク・ア セット 等 計（Ｆ）

単 体 T i e r 1 比 率（ Ａ ／Ｆ）

単 体 自 己 資 本 比 率（Ｅ／Ｆ）

（単位：百万円）

出 資 金

利 益 剰 余 金

処 分 未 済 持 分

その他有価証券の評価差損

基 本 的 項 目 （ Ａ ）

一 般 貸 倒 引 当 金

補 完 的 項 目 （ Ｂ ）

自己資本総額［（Ａ）＋（Ｂ）］（Ｃ）

他の金融機関の資本調達手段の
意 図 的 な 保 有 相 当 額

基本的項目からの控除分を除く、自己資
本控除とされる証券化エクスポージャー
及び信用補完機能を持つI/Oストリップス
（告示第247条を準用する場合を含む。）

控 除 項 目 不 算 入 額

控 除 項 目 計 （ Ｄ ）

自己資本額［（Ｃ）－（Ｄ）］（Ｅ）

（ リ ス ク・ ア セ ッ ト 等 ）

資 産（ オン・バ ランス 項 目 ）

オ フ・バ ラ ン ス 取 引 項 目

オペレーショナル・リスク相当額を
8 ％ で 除 し て 得 た 額

リス ク・ア セット 等 計（Ｆ）

連 結 T i e r 1 比 率（ Ａ ／Ｆ）

連 結 自 己 資 本 比 率（Ｅ／Ｆ）

自己資本の構成

単　体 連　結

731

731

3,603

1,660

ー

ー

6,725

119

119

6,845

694

600

41

△   694

41

6,804

43,353

1,438

5,009

49,801

13.50%

13.66%

730

731

3,603

1,826

ー

ー

6,890

120

120

7,011

894

600

34

△  894

34

6,977

45,278

964

4,814

51,058

13.49%

13.66%

6,730

119

119

6,849

694

600

41

△　694

41

6,808

43,343

1,438

5,009

49,792

13.51%

13.67%

731

5,998

△　0

ー

6,895

120

120

7,016

894

600

34

△　894

34

6,982

45,269

964

4,814

51,048

13.50%

13.67%

730

6,165

△　0

ー

 （注）１.「信用金庫法第 89条第 1項において準用する銀行法第 14条の 2の規定に基づき、信用金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準
（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。  
２.自己資本比率規制の一部を弾力化する特例（平成20年金融庁告示第79号）に基づき、「その他有価証券の評価差損」を基本的項目から控除しておりません。なお、「その他有価証券の評価差損」の
額（平成20年度　785百万円・平成21年度　456百万円）を控除して計算した場合には、単体自己資本比率は平成20年度が12.08％・平成21年度が12.77％となり、連結自己資本比率は平成
20年度が12.09％・平成21年度が12.78％となります。

期限付劣後債務及び期限付優先
出資並びにこれらに準ずるもの 

期限付劣後債務及び期限付優先
出資並びにこれらに準ずるもの 
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１．自己資本調達手段の概要
　自己資本は、主に基本的項目（Ｔｉｅｒ１）と補完的項目（Ｔｉｅｒ２）で構成されています。自己資本のうち、当金庫が積み立てているもの以外の
ものとしては、基本的項目では地域のお客様からお預かりしている出資金が該当します。

Ⅰ.自己資本の状況について
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粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％
直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数 ÷8％

平成20年度

リスク・
アセット等

所要自己
資本額

平成21年度

リスク・
アセット等

所要自己
資本額

（単位：百万円）

イ．信用リスクアセット・
　 所要自己資本の額合計

ロ．オペレーショナル・リスク

連結総所要自己資本額（イ＋ロ）

①標準的手法が適用される
　ポートフォリオごとの
　エクスポージャー

②証券化エクスポージャー

ソ ブ リ ン 向 け

金融機関及び第一種

金融商品取引業者向け

法 人 等 向 け

中小企業等向け及び

個 人 向 け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

三 月 以 上 延 滞 等

信用保証協会等による

保 証 付

出 資 等

そ の 他

連　結

（注） 1．所要自己資本の額＝リスク・アセット等×４％
　　 2．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額のことです。
　　 3．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」
　　　 「法人等向け」においてリスク・ウェイトが150%になったエクスポージャーのことです。
　　 4．オペレーショナル・リスクは、当金庫は基礎的手法を採用しています。

　　 5．単体（連結）総所要自己資本額＝単体（連結）自己資本比率の分母の額×４％

<オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法>

平成20年度

イ．信用リスクアセット・
　 所要自己資本の額合計

ロ．オペレーショナル・リスク

単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

①標準的手法が適用される
　ポートフォリオごとの
　エクスポージャー

②証券化エクスポージャー

リスク・
アセット等

所要自己
資本額

平成21年度

リスク・
アセット等

所要自己
資本額

（単位：百万円）

自己資本の充実度

ソ ブ リ ン 向 け

金融機関及び第一種

金融商品取引業者向け

法 人 等 向 け

中小企業等向け及び

個 人 向 け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

三 月 以 上 延 滞 等

信用保証協会等による

保 証 付

出 資 等

そ の 他

単　体

44,791

43,303

85

8,532

5,956

9,067

5,997

6,802

1,081

1,085

1,126

5,005

50

5,009

49,801

1,791

1,732

3

341

238

362

239

272

43

43

45

200

2

200

1,992

46,243

46,193

130

9,167

6,269

8,481

5,603

8,890

789

893

1,670

4,297

50

4,814

51,058

1,849

1,847

5

366

250

339

224

355

31

35

66

171

2

192

2,042

44,782

44,732

85

8,532

5,956

9,067

5,997

6,802

1,081

1,085

1,126

4,996

50

5,009

49,792

1,791

1,789

3

341

238

362

239

272

43

43

45

199

2

200

1,991

46,234

46,184

130

9,167

6,269

8,481

5,603

8,890

789

893

1,670

4,287

50

4,814

51,048

1,849

1,847

5

366

250

339

224

355

31

35

66

171

2

192

2,041
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２．自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　自己資本の充実度に関しまして、自己資本比率（18ページの表のE／F）はもちろんのことＴｉｅｒ１比率（18ページの表のA／F）の状況についても、
国内基準である４％を上回っており、経営の健全性・安全性を充分保っています。
　なお、将来の自己資本充実策については、年度ごとの事業計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる利益による資本の積み上げを第一
義的な施策として考えています。
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エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

債　　券 デリバティブ
取引

三月以上延滞
エクスポージャー

信用リスクエクスポージャー期末残高

国 内

国 外

地 域 別 計

製 造 業

農 ・ 林 ・ 漁 業

鉱 業

建 設 業

電気・ガス・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 売 業 、小 売 業

金 融 ・ 保 険 業

不 動 産 業

各 種 サ ー ビ ス

国・地 方 公 共 団 体

個 人

そ の 他

業 種 別 合 計

１ 年 以 下

１ 年 超 ３ 年 以 下

３ 年 超 ５ 年 以 下

５ 年 超 ７ 年 以 下

７年 超１０年 以 下

１ ０ 年 超

期間の定めのないもの

残 存 期 間 別 合 計

128,644

4,481

133,130

6,779

79

271

9,256

157

11

1,416

6,339

41,480

19,404

7,034

17,824

18,269

4,806

133,130

29,685

24,641

14,795

8,646

14,296

37,332

3,732

133,130

77,096

ー

77,101

6,779

79

271

9,256

157

11

1,416

6,339

920

19,404

7,000

7,190

18,269

5

77,101

12,005

6,708

8,586

8,117

11,991

29,646

45

77,101

13,699

4,481

18,181

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

7,724

ー

ー

10,456

ー

ー

18,181

4,394

1,223

2,208

457

2,209

7,686

ー

18,181

ー

ー

0

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

0

0

ー

ー

ー

ー

ー

ー

0

0

1,098

ー

1,098

151

ー

ー

201

ー

ー

ー

82

ー

438

190

ー

33

ー

1,098

信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高（地域別・業種別・残存期間別）

（単位：百万円）

単　体

貸出金、コミットメント
及びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

債　　券 デリバティブ
取引

三月以上延滞
エクスポージャー

信用リスクエクスポージャー期末残高

131,927

3,749

135,683

5,694

90

ー

222

9,186

142

14

1,811

6,416

45,036

19,970

283

227

428

1,200

1,116

483

1,601

2,193

17,013

17,276

5,274

135,683

37,007

15,510

13,165

9,260

20,530

36,138

4,071

135,683

76,127

ー

76,134

5,694

90

ー

222

9,186

142

10

1,415

6,416

792

19,769

283

227

428

1,200

1,115

384

1,601

2,183

7,687

17,276

6

76,134

8,467

5,906

8,688

8,424

15,054

29,556

35

76,134

14,579

3,749

18,328

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

395

ー

8,350

198

ー

ー

ー

ー

ー

98

ー

ー

9,285

ー

ー

18,328

1,434

203

3,947

778

5,382

6,582

ー

18,328

ー

ー

0

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

0

0

ー

ー

ー

ー

ー

ー

0

0

953

ー

953

175

ー

ー

ー

175

ー

ー

ー

18

ー

341

ー

ー

87

7

48

ー

7

14

ー

75

ー

953

（単位：百万円）

貸出金、コミットメント
及びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

国 内

国 外

地 域 別 計

製 造 業

農 業 、 林 業

漁 業

鉱業、採石業、砂利採取業

建 設 業

電気・ガス・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業 、 郵 便 業

卸 売 業 、 小 売 業

金 融 業 、 保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究、専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医 療 、 福 祉

その他のサービス

国・地方公共団体等

個 人

そ の 他

業 種 別 合 計

１ 年 以 下

１ 年 超 ３ 年 以 下

３ 年 超 ５ 年 以 下

５ 年 超 ７ 年 以 下

７年超１０年以下

１ ０ 年 超

期間の定めのないもの

残 存 期 間 別 合 計

平成20年度 平成21年度

（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除いて記載してあります。
2．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から
３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。

3．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資
信託等及び業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には「投資
信託」「投資事業組合」「現金」「固定資産」「繰延税金資産」等が含まれます。

4．「地域別」区分の内訳には、投資信託のオフ・バランス取引（デリバティブ取引を含む）を
除いて記載しております。

5．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。なお、日本標準産
業分類が改定されたことに伴い、平成21年度は改定後の日本標準産業分類の大分類に
準じて区分しております。

20 Sennan Shinkin

１．信用リスク（証券化エクスポージャーを除く）

　信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化などにより、当金庫の資産の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスクのことをいいます。
　当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要のリスクであると認識の上、与信業務の基本的な理念や手続き等を明示した「融資規準」
を定め、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスク管理を徹底しています。
　信用リスクの評価は、小口多数取引の推進によるリスク分散のほか、与信ポートフォリオ管理として、信用格付別や自己査定による債務者区分別、
業種別、さらには与信集中によるリスクの抑制のため大口与信先の管理など、さまざまな角度からの分析に注力しています。また、リスク計測に
あたっては、信用リスク計測システムを導入し、リスク計量をベースとした管理態勢の構築を進めています。
　一連の信用リスク管理の状況については、ALM委員会で協議検討を行うとともに、必要に応じて理事会に報告する体制としています。
　貸倒引当金は、「自己査定基準書」および「償却・引当に関する基準」に基づき、自己査定における債務者区分ごとに算定しています。正常先、
要注意先、要管理先については、債務者区分毎の債権額にそれぞれ貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じて一般貸倒引当金を算出しています。
また、個別貸倒引当金に関しては、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先ともに、保証・担保等で保全されていない部分に対して必要とされる引当金を
計上しています。なお、それぞれの結果については監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めています。

（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

Ⅱ．各種リスク管理態勢について

自己資本の充実の状況等



 

 

自
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資
本
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充
実
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状
況
等

（単位：百万円）

期首残高 当期増加額
目的使用

当期減少額
その他

期末残高

平成20年度
平成21年度
平成20年度
平成21年度
平成20年度
平成21年度

一 般 貸 倒 引 当 金

個 別 貸 倒 引 当 金

合 計

連　結

連　結単　体

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

債　　券 デリバティブ
取引

三月以上延滞
エクスポージャー

信用リスクエクスポージャー期末残高

国 内

国 外

地 域 別 計

製 造 業

農 ・ 林 ・ 漁 業

鉱 業

建 設 業

電気・ガス・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 売 業 、小 売 業

金 融 ・ 保 険 業

不 動 産 業

各 種 サ ー ビ ス

国・地 方 公 共 団 体

個 人

そ の 他

業 種 別 合 計

１ 年 以 下

１ 年 超 ３ 年 以 下

３ 年 超 ５ 年 以 下

５ 年 超 ７ 年 以 下

７年 超１０年 以 下

１ ０ 年 超

期間の定めのないもの

残 存 期 間 別 合 計

128,634

4,481

133,121

6,779

79

271

9,256

157

11

1,416

6,339

41,480

19,404

7,025

17,824

18,269

4,806

133,121

29,685

24,641

14,795

8,646

14,296

37,332

3,723

133,121

77,096

ー

77,101

6,779

79

271

9,256

157

11

1,416

6,339

920

19,404

7,000

7,190

18,269

5

77,101

12,005

6,708

8,586

8,117

11,991

29,646

45

77,101

13,699

4,481

18,181

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

7,724

ー

ー

10,456

ー

ー

18,181

4,394

1,223

2,208

457

2,209

7,686

ー

18,181

ー

ー

0

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

0

0

ー

ー

ー

ー

ー

ー

0

0

1,098

ー

1,098

151

ー

ー

201

ー

ー

ー

82

ー

438

190

ー

33

ー

1,098

（単位：百万円）平成20年度 平成21年度

貸出金、コミットメント
及びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

債　　券 デリバティブ
取引

三月以上延滞
エクスポージャー

信用リスクエクスポージャー期末残高

131,918

3,749

135,673

5,694

90

ー

222

9,186

142

14

1,811

6,416

45,036

19,970

283

227

428

1,200

1,116

483

1,601

2,183

17,013

17,276

5,274

135,673

37,007

15,510

13,165

9,260

20,530

36,138

4,061

135,673

76,127

ー

76,134

5,694

90

ー

222

9,186

142

10

1,415

6,416

792

19,769

283

227

428

1,200

1,115

384

1,601

2,183

7,687

17,276

6

76,134

8,467

5,906

8,688

8,424

15,054

29,556

35

76,134

14,579

3,749

18,328

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

395

ー

8,350

198

ー

ー

ー

ー

ー

98

ー

ー

9,285

ー

ー

18,328

1,434

203

3,947

778

5,382

6,582

ー

18,328

ー

ー

0

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

0

0

ー

ー

ー

ー

ー

ー

0

0

953

ー

953

175

ー

ー

ー

175

ー

ー

ー

18

ー

341

ー

ー

87

7

48

ー

7

14

ー

75

ー

953

（単位：百万円）

貸出金、コミットメント
及びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

国 内

国 外

地 域 別 計

製 造 業

農 業 、 林 業

漁 業

鉱業、採石業、砂利採取業

建 設 業

電気・ガス・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業 、 郵 便 業

卸 売 業 、 小 売 業

金 融 業 、 保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究、専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医 療 、 福 祉

その他のサービス

国・地方公共団体等

個 人

そ の 他

業 種 別 合 計

１ 年 以 下

１ 年 超 ３ 年 以 下

３ 年 超 ５ 年 以 下

５ 年 超 ７ 年 以 下

７年超１０年以下

１ ０ 年 超

期間の定めのないもの

残 存 期 間 別 合 計

（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除いて記載してあります。
2．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から
３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。

3．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資
信託等及び業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には「投資
信託」「投資事業組合」「現金」「固定資産」「繰延税金資産」等が含まれます。

4．「地域別」区分の内訳には、投資信託のオフ・バランス取引（デリバティブ取引を含む）を
除いて記載しております。

5．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。なお、日本標準産
業分類が改定されたことに伴い、平成21年度は改定後の日本標準産業分類の大分類に
準じて区分しております。

137

119

209

352

347

472

119

120

352

314

471

434

ー

ー

28

43

28

43

137

119

180

309

318

428

119

120

352

314

472

435
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自己資本の充実の状況等

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等

20年度ポートフォリオ 21年度 20年度 21年度 20年度 21年度
適 格 金 融 資 産 担 保信用リスク削減手法 保 　 　 証 クレジット・デリバティブ

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

（単位：百万円）

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 4,443 3,341 5,333 7,624 ー ー

連　結単　体

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

製 造 業
農 業 、 林 業
漁 業
鉱 業 、採 石 業 、砂 利 採 取 業
建 設 業
電 気・ガ ス・熱 共 給・水 道 業
情 報 通 信 業
運 輸 業 、 郵 便 業
卸 売 業 、 小 売 業
金 融 業 、 保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門･技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業、娯楽業
教 育 ･ 学 習 支 援 業
医 療 ･ 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス
国・地方公共団体 等
そ の 他
個 人
合 計

連　結単　体
業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

（注）１. 当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　   ２. 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。なお、日本標準産業分類が改定されたことに伴い、平成20年度、平成21年度ともに改定後の日本標準産業分類の大分類に準じて区分しております。

（注）１. 格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。　２. エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。

47
3
ー
ー
5
ー
ー
51
1
0
ー
8
ー
ー
ー
29
ー
8
ー
ー
ー
29
209

135
ー
ー
ー
63
ー
ー
46
ー
0
ー
7
ー
ー
ー
23
ー
7
ー
ー
ー
23
352

期首残高
21年度20年度

135
ー
ー
ー
63
ー
ー
46
ー
ー
ー
7
ー
ー
ー
23
ー
7
ー
ー
ー
23
352

55
ー
ー
ー
76
ー
ー
48
1
5
ー
12
ー
ー
ー
34
ー
12
ー
ー
ー
34
314

当期増加額
21年度20年度

47
3
ー
ー
5
ー
ー
51
1
ー
ー
8
ー
ー
ー
29
ー
8
ー
ー
ー
29
209

135
ー
ー
ー
63
ー
ー
46
ー
ー
ー
7
ー
ー
ー
23
ー
7
ー
ー
ー
23
352

当期減少額
21年度20年度

135
ー
ー
ー
63
ー
ー
46
ー
0
ー
7
ー
ー
ー
23
ー
7
ー
ー
ー
23
352

55
ー
ー
ー
76
ー
ー
48
1
6
ー
12
ー
ー
ー
34
ー
12
ー
ー
ー
34
314

期末残高
21年度20年度

44
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
0
ー
ー
ー
ー
ー
0
ー
45

14
ー
ー
ー
△ 2
ー
ー
ー
ー
ー
ー
43
ー
ー
0
ー
ー
43
ー
ー
0
ー
83

貸出金償却
21年度20年度

個　別　貸　倒　引　当　金

告示で定める
リスク・ウェイト

区分

133,130 135,683

（単位：百万円）

平成21年度平成20年度
格付適用あり 格付適用なし 格付適用あり 格付適用なし

エクスポージャーの額

0 %
1 0 %
2 0 %
3 5 %
5 0 %
7 5 %
1 0 0 %
1 5 0 %
3 5 0 %

自己資本控除
合 計

単　体
リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

ー
ー
ー
ー

4,334
ー
ー
ー
ー
ー

25,867
10,765
39,250
17,229
316

13,355
21,356
655
ー
ー

26,298
10,127
41,693
16,089
284

10,412
21,320
331
ー
ー

ー
ー
ー
ー

6,624
ー
ー
ー
ー
ー

告示で定める
リスク・ウェイト

区分
平成21年度平成20年度

格付適用あり 格付適用なし 格付適用あり 格付適用なし

エクスポージャーの額

133,121 135,673

（単位：百万円）

自己資本控除
合 計

連　結

ー
ー
ー
ー

4,334
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー

6,624
ー
ー
ー
ー
ー

25,867
10,765
39,250
17,229
316

13,355
21,346
655
ー
ー

26,298
10,127
41,693
16,089
284

10,412
23,810
331
ー
ー

（単位：百万円）

0 %
1 0 %
2 0 %
3 5 %
5 0 %
7 5 %
1 0 0 %
1 5 0 %
3 5 0 %
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リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、以下の４機関を採用しています。

なお、エクスポージャーの種類毎に適格格付機関の使い分けは行っていません。

　信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、保証などが該当します。
　当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金・有価証券・不動産等、保証には人的保証・信用保証協会保証・政府関係機関保証・民間保証がありますが、
その手続きについては、当金庫が定める規程等により、適切な事務取扱い及び適正な評価を行っています。
　また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証に関して、お客様が期限の利益を失われた場合には、当該与信取引の範囲において、預金相
殺を用いる場合があります。この際、当金庫が定める規程や約定書等に基づき、法的に有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続きを省略して払戻充
当いたします。
　新しい自己資本比率規則（バーゼルⅡ）で定められている信用リスク削減手法として当金庫が適用しているものは、適格担保として自金庫預金積金、上
場株式、一定以上の要件を満たす債券、保証として社団法人しんきん保証基金・（株）オリエントコーポレーション・（株）クレディセゾン・（株）ジャック
ス、その他未担保預金等が該当します。このうち保証に関する信用度の評価については、適格格付機関が付与している格付により判定をしています。
　なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散する様努めております。

（2）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関

◎（株）格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）	 ◎ Ｍｏｏｄｙｓ̓ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ Ｓｅｒｖｉｃｅ（Ｍｏｏｄｙｓ̓）
◎（株）日本格付研究所（ＪＣＲ）	 ◎ Ｓｔａｎｄａｒｄ ＆ Pｏｏｒｓ̓（Ｓ＆Ｐ）

（3）信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要



 

 

自
己
資
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の
充
実
の
状
況
等

平成20年度

（単位：百万円）

ー

ー

平成21年度

ー

ー

与 信 相 当 額 の 算 出 に 用 い る 方 式
グ ロ ス 再 構 築 コ ス ト の 額
グロス再構築コストの額及びグロスのアドオン合計額から担保による
信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額を差し引いた額

①派生商品取引合計

②長期決済期間取引
合 計

外 国 為 替 関 連 取 引
金 利 関 連 取 引
金 関 連 取 引
株 式 関 連 取 引
貴 金 属（ 金 を 除 く ）関 連 取 引
そ の 他 コ モ ディティ関 連 取 引
ク レ ジ ッ ト・ デ リ バ テ ィ ブ

平成20年度 平成21年度 平成20年度 平成21年度

担保による信用リスク削減手法の
効果を勘案した後の与信相当額

平成20年度

ー

平成21年度

ー

プロテクションの購入
平成20年度

ー

平成21年度

ー

プロテクションの提供

平成20年度

ー

平成21年度

ー

信用リスク削減手法の
効果を勘案するために
用いているクレジット・
デリバティブの想定元本額

平成20年度

ー

平成21年度

ー

与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの種類別想定元本額

連　結単　体

カレント・エクスポージャー方式 カレント・エクスポージャー方式

担保による信用リスク削減手法の
効果を勘案する前の与信相当額

0
0
－
－
－
－
－
－
－
0

0
0
－
－
－
－
－
－
－
0

0
0
－
－
－
－
－
－
－
0

0
0
－
－
－
－
－
－
－
0

（注）グロス再構築コストの額は、0を下回らないものに限っています。

担保の種類別の額
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２．市場リスク

イ．リスク管理の方針及び手続きの概要

ロ．証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称

ハ．証券化取引に関する会計方針

ニ．証券化エクスポージャーの種類毎のリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称

　当金庫は派生商品の取引を行っておりませんが、有価証券関連取引の中で、投資信託の一部（オフ・バランス部分）に派生商品取引を含むも
のがあります。その投資信託の中には派生商品取引により受けるオフ・バランス部分のリスクとオン・バランス部分のリスクがあり、お互いにリス
クが相殺される形で管理されています。
　なお、長期決済期間取引は該当ありません。

　証券化とは、金融機関が保有するローン債権や企業が保有する不動産など、それらの資産価値を裏付けに証券として組み替え、第三者に売却
して流動化することを指します。
　一般的には証券の裏付けとなる原資産の保有者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に大きく分類されますが、当金庫に
おいては、有価証券投資の一環として購入しております。証券化商品への投資は、有価証券に係る投資方針で定める投資枠内での取引に限定す
るとともに、当金庫が定める規程に基づき、投資対象を一定の信用力を有するものとするなど、適正な運用・管理を行っています。

　当金庫は標準的手法を採用しています。

　当該取引に係る会計処理については、当金庫が定める規程及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正な
処理を行っています。

　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は次の４機関を採用しています。なお、投資の種類毎に適格格付
機関の使い分けは行っていません。　

（1）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

（2）証券化エクスポージャーに関する事項

◎（株）格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）　 ◎ Ｍｏｏｄｙ̓ｓ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ Ｓｅｒｖｉｃｅ（Ｍｏｏｄｙ̓ｓ）
◎（株）日本格付研究所（ＪＣＲ）           　   ◎ Ｓｔａｎｄａｒｄ ＆ Pｏｏｒ̓ｓ（Ｓ＆Ｐ）



 

 

自己資本の充実の状況等

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等

①オリジネーターの場合

②投資家の場合

●保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイト区分ごとの残高及び所要自己資本の額等

●証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
　経過措置を適用した証券化エクスポージャーはありません。

平成20年度
（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成21年度

平成20年度 平成21年度
エクスポージャー残高

平成20年度 平成21年度
所要自己資本の額

２０％
５０％
１００％
３５０％

自 己 資 本 控 除

告示で定める
リスク・ウェイト区分（％）

① カ ー ド ロ ー ン
② 住 宅 ロ ー ン
③ 自 動 車 ロ ー ン

① カ ー ド ロ ー ン
② 住 宅 ロ ー ン
③ 自 動 車 ロ ー ン

証券化エクスポージャーの額

●出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

平成20年度 平成21年度
売 却 益
売 却 損
償 却

●保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
連　結単　体

連　結単　体

連　結単　体 （単位：百万円）

貸借対照表
計上額 時　価 貸借対照表

計上額 時　価
20年度 21年度

貸借対照表
計上額 時　価 貸借対照表

計上額 時　価
20年度 21年度

区　　分

上 場 株 式 等

合 計

非上場株式等のうち
時 価 の あ る も の
非上場株式等のうち
時 価 の な い も の

上 場 株 式 等

合 計

非上場株式等のうち
時 価 の あ る も の
非上場株式等のうち
時 価 の な い も の

区　　分

連　結単　体

　 当金庫は該当ありません

　銀行勘定における出資等又は株式エクスポージャーにあたるものは、子会社・政策投資株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託、投資事業組
合への出資金が該当します。そのうち、上場優先出資証券、株式関連投資信託に係わるリスクの認識については、時価評価によるリスク計測によって
把握するとともに、運用状況についてＡＬＭ委員会に諮り投資継続の是非を協議するなど、適切なリスク管理に努めています。子会社・政策投資株
式、投資事業組合への出資金に関しては、当金庫が定める規程等に基づいた適正な運用・管理を行っています。また、リスクの状況は定期的に常勤
理事会に報告するなど、適切なリスク管理に努めています。
　なお、当該取引に係る会計処理については、当金庫が定める規程及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、
適正な処理を行っています。

●貸借対照表計上額及び時価

794

64

263

1,121

794

64

－

858

1,162

59

453

1,675

1,162

59

－

1,222

（注）1.時価は、期末における市場価格等に基づいています。　2.上場株式等の主なものは、「信金中金優先出資」と投資信託の裏付資産のうち出資等に該当するものです。
　　   3.非上場株式等のうち時価のあるものは、「投資事業組合」です。　4.非上場株式等のうち時価のないものは非上場株式の他、「信金中金出資金」及び「その他出資金」が含まれています。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）１.所要自己資本の額＝エクスポージャー残高×リスク・ウェイト×４％　　２.①～③は、自己資本から控除した証券化エクスポージャーの原資産の種類別の内訳

100
ー
ー
ー

100
ー
ー
ー

ー
100
ー
ー

ー
2
ー
ー

ー
2
ー
ー

ー
100
ー
ー

ー
ー
ー

2
ー
ー

794

64

253

1,111

794

64

－

858

1,162

59

443

1,665

1,162

59

－

1,222
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（3）銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー
　  又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続きの概要




